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○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
取
引
残
高
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

（
取
引
残
高
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
百
八
条

（
略
）

第
百
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る

と
き
（
同
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
受
渡
し

と
き
（
同
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
受
渡
し

が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
作
成
す
る
取
引
残
高
報
告
書
は
、
次
に

が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
作
成
す
る
取
引
残
高
報
告
書
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
個
別
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

（
新
設
）

等
に
係
る
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
受
渡
し
が
終
了
し
た
後
の
有
価
証
券
及
び

金
銭
の
残
高
（
次
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

（
略
）

二

（
略
）

四

信
用
取
引
、
発
行
日
取
引
（
国
債
の
発
行
日
前
取
引
を
除
く
。
）
及
び
デ

（
新
設
）

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び
評
価
損
益

五

（
略
）

三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
請
求
を

５

第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
の

し
た
顧
客
に
対
し
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
と
き
に
取
引
残
高
報
告
書
を
作
成
し
、

請
求
を
し
た
顧
客
に
対
し
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
と
き
に
取
引
残
高
報
告
書
を
作

交
付
す
る
場
合
に
は
、
同
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
及
び

成
し
、
交
付
す
る
場
合
に
は
、
同
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証

【別紙７】
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金
銭
の
受
渡
し
が
終
了
し
た
時
に
お
け
る
当
該
顧
客
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

券
及
び
金
銭
の
受
渡
し
が
終
了
し
た
時
に
お
け
る
当
該
顧
客
に
係
る
次
に
掲
げ

の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

一

有
価
証
券
及
び
金
銭
の
残
高
（
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

）

二

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

二

信
用
取
引
、
発
行
日
取
引
（
国
債
の
発
行
日
前
取
引
を
除
く
。
）
及
び
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び
評
価
損
益

６

（
略
）

６

（
略
）

７

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
十
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の

７

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
顧
客
か
ら
同
一
日
に
お
け

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
顧
客
か
ら
同
一
日
に
お
け
る
同
一
銘
柄

る
同
一
銘
柄
の
注
文
を
一
括
す
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
同
意
を
得
て
い

の
注
文
を
一
括
す
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
同
意
を
得
て
い
る
場
合
に
は

る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
二
号
ト
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
同
一
日
に
お
け
る

、
第
一
項
第
二
号
ト
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
同
一
日
に
お
け
る
当
該
銘
柄
の

当
該
銘
柄
の
取
引
の
単
価
の
平
均
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

取
引
の
単
価
の
平
均
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

11

11

（
禁
止
行
為)

（
禁
止
行
為)

第
百
十
七
条

法
第
三
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は

第
百
十
七
条

法
第
三
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
有
価
証
券
に
係
る
次

二
十
五

顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資

に
掲
げ
る
書
類
（
第
二
百
七
十
五
条
に
お
い
て
「
外
国
会
社
報
告
書
等
」
と

法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）
第
十
二

い
う
。
）
が
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
る
旨
の
説
明
を
行
わ
ず
、
又
は
そ
の
旨

条
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
投
資
信
託
に
類
す
る
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券

を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
い
で
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

に
係
る
外
国
会
社
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
、
当
該
有
価
証
券
の
売
付

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
い
う
。
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け
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
、
及
び
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金

）
及
び
外
国
会
社
半
期
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十

融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
に
係
る
委
託
の
媒
介
、
取

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
半
期
報

次
ぎ
又
は
代
理
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と

告
書
を
い
う
。
）
が
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
る
旨
の
説
明
を
行
わ
ず
、
又
は

（
当
該
行
為
の
日
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い
、
か
つ
、

そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
い
で
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら

当
該
文
書
を
交
付
し
た
場
合
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
行
う
登
録

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
当
該
受
益
証
券
の
買
付
け
、
当
該
受
益
証
券

金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
当
該
顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い

の
売
付
け
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
、
及
び
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は

、
か
つ
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
受
益
証
券
の
売
付
け
に
係
る
委
託
の
媒

イ

法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行

含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書

う
こ
と
（
当
該
行
為
の
日
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い
、

ロ

法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

か
つ
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
場
合
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
行

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
四
半
期
報
告
書

う
登
録
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
当
該
顧
客
に
当
該
説
明

ハ

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

を
行
い
、
か
つ
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
半
期
報
告
書

ニ

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令

第
五
号
）
第
一
条
第
十
八
号
の
四
に
規
定
す
る
外
国
会
社
確
認
書

ホ

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め

の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
二
号
）
第

二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
内
部
統
制
報
告
書

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
訂
正
に
係
る
書
類
で
あ
っ
て
英
語
で

記
載
さ
れ
た
も
の

ト

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規

定
す
る
外
国
親
会
社
等
状
況
報
告
書

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
顧
客
分
別
金
の
額
か
ら
の
控
除
）

（
顧
客
分
別
金
の
額
か
ら
の
控
除
）

第
百
三
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
顧
客
ご
と
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

第
百
三
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
顧
客
ご
と
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

現
先
取
引
（
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う

四

現
先
取
引
（
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
に
よ
り
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
の
額

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
に
よ
り
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
の
額

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
五
十
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
五
十
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

二

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
融
商

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
融
商

品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第

品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為

三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
及
び
第
百
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ

る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
申
請
）

（
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
申
請
）

第
百
五
十
一
条

（
略
）

第
百
五
十
一
条

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
「
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
」
と
は
、
次
に

４

第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
「
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

電
子
情
報
処
理
組
織
の
保
守
及
び
管
理
に
関
す
る
業
務

（
新
設
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限

（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限

）

）

第
百
五
十
三
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
百
五
十
三
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
発
行
す
る
有
価

四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
発
行
す
る
有
価

証
券
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
引
受
け
に
係
る
主
幹
事
会
社
と
な

証
券
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
引
受
け
に
係
る
主
幹
事
会
社
と
な

る
こ
と
。

る
こ
と
。

イ

指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第

イ

指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四

十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
）
に
よ
る
格
付
が
付

十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
指
定
格

与
さ
れ
て
い
る
も
の

付
機
関
を
い
う
。
）
に
よ
る
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
七
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
百
七
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
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め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
有
価
証
券
に
係
る
外
国

十
六

顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法

会
社
報
告
書
等
が
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
る
旨
の
説
明
を
行
わ
ず
、
又
は
そ

人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
投
資
信
託
に
類

の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
い
で
買
付
け
の
媒
介
又
は
取
引
所
金
融

す
る
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
外
国
会
社
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
第

商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
買
付

八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

け
に
係
る
委
託
の
媒
介
を
行
う
こ
と
（
当
該
行
為
の
日
前
一
年
以
内
に
当
該

外
国
会
社
報
告
書
を
い
う
。
）
及
び
外
国
会
社
半
期
報
告
書
（
法
第
二
十
四

顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
場
合
を
除
く
。

条
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

）
。

規
定
す
る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
い
う
。
）
が
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
る

旨
の
説
明
を
行
わ
ず
、
又
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
い
で
買

付
け
の
媒
介
又
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に

お
け
る
当
該
受
益
証
券
の
買
付
け
に
係
る
委
託
の
媒
介
を
行
う
こ
と
（
当
該

行
為
の
日
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
文

書
を
交
付
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

第
二
百
九
十
六
条

（
略
）

第
二
百
九
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
取
引
所
取
引
許
可
業
者
、
特
例
業
務
届
出
者
又
は

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
取
引
所
取
引
許
可
業
者
、
特
例
業
務
届
出
者
又
は

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
申
請
書
、
届
出
書
そ
の
他
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
に
規

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
申
請
書
、
届
出
書
そ
の
他
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
に
規

定
す
る
書
類
（
法
第
六
十
四
条
第
三
項
（
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て

定
す
る
書
類
（
法
第
六
十
四
条
第
三
項
（
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
申
請
書
並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
、
第
二

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
申
請
書
並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
、
第
二

百
五
十
三
条
及
び
第
二
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
除
く
。
）
を
管

百
五
十
三
条
及
び
第
二
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
除
く
。
）
を
管
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轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引

轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
本
店
等
の
所
在
地
、
当
該
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
国
内
に
お
け
る

業
者
等
の
本
店
等
の
所
在
地
、
当
該
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
国
内
に
お
け
る

代
表
者
の
住
所
、
当
該
特
例
業
務
届
出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
又
は
当
該
金
融

代
表
者
の
住
所
、
当
該
特
例
業
務
届
出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
又
は
当
該
金
融

商
品
仲
介
業
者
の
本
店
等
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見

商
品
仲
介
業
者
の
本
店
等
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見

出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
当
該

出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
当
該

取
引
所
取
引
許
可
業
者
、
当
該
特
例
業
務
届
出
者
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
は

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
取
引
所
取
引
許
可
業
者
は
、
当
該
書
類
及
び
そ
の
写

、
当
該
書
類
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
財
務
事
務
所
長
、
小
樽
出
張
所
長
又
は
北

し
一
通
を
財
務
事
務
所
長
、
小
樽
出
張
所
長
又
は
北
見
出
張
所
長
を
経
由
し
て

見
出
張
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

別
紙

様
式

第
二

十
四

号
別

紙
様
式

第
二

十
四

号

別
添

２
：

金
融

商
品

仲
介

業
を

行
う

営
業

所
又

は
事

務
所

の
名

称
及

び
所

在
地

別
添

２
：

金
融

商
品

仲
介

業
を

行
う

営
業

所
又

は
事

務
所

の
名

称
及

び
所

在
地

（

（

）

）

商
号

又
は

名
称

商
号

又
は

名
称

（

）

（

）

年
月

日
現

在
年

月
日

現
在

名
称

所
在

地
名

称
所

在
地

（

）

（

）

本
店

等
本

店
等

（

）

（

）

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

（

）

（

）

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

（

）

（

）

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

（

）

（

）

注
意

事
項

注
意

事
項

そ
の

他
の

営
業

所
又

は
事

務
所

の
う

ち
無

人
の

営
業

所
又

は
事

務
所

に
つ

従
た

る
営

業
所

又
は

事
務

所
の

う
ち

無
人

の
営

業
所

又
は

事
務

所
に

つ
い

、
、

い
て

は
別

添
２

－
２

に
記

載
す

る
こ

と
て

は
別

添
２

－
２

に
記

載
す

る
こ

と

、
、
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